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○概　　要： 　気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、これまでの治水対策に加え、
流域全体のあらゆる関係者が協働して、流域全体で水害を軽減させる治水対策「流
域治水」を計画的に推進するため、令和２年度に関係機関、各自治体と連携し今後
取り組む内容を示した流域治水プロジェクトの策定及び公表を行い、取り組みを推
進しております。
　大淀川水系及び小丸川水系において、流域治水プロジェクトに基づく令和６年度
の取組状況等につきまして、協議・情報共有を行うため、下記のとおり協議会を開
催します。

　令和７年５月２９日（木）　　１０：００～１２：００

・協議会は報道関係者を対象に公開します。（傍聴・取材可）
・取材を希望される場合は、事前に以下の問い合わせ先か、当日受付までお申し込みください。

○概　　要： 　平成２７年９月の関東・東北豪雨災害を踏まえ、施設では防ぎきれない大洪水は
必ず発生するものへと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備えるため、「水防災
意識社会再構築ビジョン」に取り組んでいるところです。
　大淀川水系及び小丸川水系において、取組方針に基づく令和６年度の実施状況等
につきまして、協議・情報共有を行うため、下記のとおり協議会を開催します。

○実施日時：

問い合わせ先

 国土交通省

令和 7 ５ ２２

　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所

発表記者クラブ

宮崎県政記者クラブ

大淀川水系・小丸川水系における
「流域治水協議会」及び「水防災意識社会再構築協議会」

を合同開催します

○実施場所：宮崎河川国道事務所　別館３階会議室（ＷＥＢ併用）

　（大淀川水系・小丸川水系合同開催）



別紙１

位置図

・小松川を渡って、事務所の
裏側に来客者駐車場があり
ます。橋を渡ると一方通行に
なりますのでご注意ください。

・事務所駐車場に限りがあり
ますので、なるべく乗り合わ
せてお越し下さい。

P

令和７年度大淀川・小丸川水系流域治水協議会及び

大淀川・小丸川水系水防災意識社会再構築協議会

日時：令和７年５月２９日（木） １０：００～１２：００

場所：宮崎河川国道事務所 別館３階会議室（ＷＥＢ併用）


